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 第６章 計画の推進に向けて 

 

１ 計画の推進体制 

本計画の推進に向け，地域や関係団体などの協力を得ながら，総合的・計画的に各種

の施策・事業に取り組むことができるよう，推進体制を整えます。 

 
 

(１) 計画の周知 

保健・医療・福祉の関係機関・団体等をはじめとした，より多くの市民への周知を

図ることができるよう，広報紙やホームページなどの媒体のほか，あらゆる機会を通

じ，本計画を積極的に周知します。 

 
 

(２) 地域・関係団体との連携 

地域社会において，高齢者の生活を支えていくためには，介護保険をはじめとした

各種の保健福祉サービスの提供や関連施策の充実のみならず，地域住民の主体的な活

動が不可欠です。 

このため，「宇都宮市地域包括ケア推進会議」（144 ページを参照）において，医療

や介護，福祉などの関係団体の連携強化や，地域の特性や高齢者の実情に即した高齢

者福祉施策の検討などに取り組みます。 

また，本市の「第１層協議体」（78 ページを参照）である「宇都宮市社会福祉審議

会 高齢者福祉専門分科会」（社会福祉事業従事者や学識経験者，市議会議員により構

成）においても，地域間の情報共有やネットワークづくりの促進など，地域での支え

合い体制の推進に取り組みます。 

 
 

(３) 事業者への支援 

介護保険制度の施行を契機に，介護・福祉サービスの提供者として，様々な民間事

業者・団体が参入されたことにより，効果的・弾力的なサービス提供が可能になりま

した。引き続き，適正なサービスの提供のための指導監査を徹底しつつ，民間事業者

の参入を促進することで，多様化する高齢者の介護・福祉ニーズに対応したサービス

提供体制の確立を支援します。 
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２ 計画の進行管理 

本計画の基本理念を実現するため，取組や目標達成に向けた活動を継続的に改善する

手法であるＰＤＣＡ（Ｐｌａｎ：計画→Ｄｏ：実行→Ｃｈｅｃｋ：評価→Ａｃｔ：改善）

サイクルで本計画の進行管理を行い，各種の施策・事業を推進します。 

また，市民への十分な周知や理解を図ることができるよう，ホームページ等を活用し，

本計画の進捗状況や評価・検証結果の公表を行います。 

 
 

(１) 進行管理の方法 

本計画の施策・事業は，指標や目標値を設定し，そのうち，「高齢者の自立支援・

重度化防止に資する事業」や「主要事業」について，年度ごとに，「宇都宮市社会福

祉審議会」において進捗状況を評価するとともに，必要に応じ，その結果を踏まえて

見直しを行います。 

 
 

(２) 成果目標 

本計画の施策・事業を実施することによる成果を意識した事業運営や，今後の施

策・事業の見直し・改善に向けた本計画の最終評価・検証が行えるよう，次のとおり

「成果目標」を設定し，計画期間全体の進行管理に取り組みます。 

 

指 標 現 状  目 標 

ほぼ毎日外出している高齢者の割合 31.7％  35.6％ 

地域包括支援センターを知っている高齢者の割合 65.7％  70.0％ 

必要な介護サービスを利用しながら在宅生活を 
継続できている高齢者の割合（地域ケア率） 

14.4％  15.3％ 

高齢者の住宅に対する満足度 82.1％  83.1％ 


